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日本社会学会入会手続きのご案内 
 
入会申込書は、下記の要領に従ってご記入のうえ、日本社会学会学会業務取扱センター宛にお送り

ください。 
（Ⅰ）入会申込書の記入要領（コンピュータに入力するので楷書ではっきり記入してください） 
１．入会年度：本会の会計年度は、４月~３月です。希望する入会年度を所定の欄に必ず記入し 

てください。 
２．所属機関名称：大学の場合は学部・研究科・学科・専攻まで、企業・官公庁等の場合には部・ 

課までを記入してください。大学院生、学部生の方は該当する項目を○で囲んでください。 
３．E-mail：主として利用し、変更予定がない電子メールアドレスをご記入ください。 
４．学歴：最終学歴を記入してください。在籍中の大学・大学院は「所属機関名称」欄に記入し、 

この欄には記入しないでください。 
５．専攻分野：次ページの一覧の中から主なテーマの順に３つまで記入してください。 
６．会員種別：該当するものを○で囲んでください。 

※準会員について詳しくは、下記（Ⅲ）の１をご覧ください。 
７．連絡先：機関誌（『社会学評論』、IJJS ）やニュースレター（『日本社会学会ニュース』）な 

どの送付先として希望されるものを○で囲んでください。 
８．入会が承認された場合、ニュースレターの新入会員紹介欄および会員名簿に、氏名、所属、 

連絡先等が掲載されます。特に掲載を希望されない場合には、該当する項目を○で囲んでく 
ださい。 

９．推薦者署名・推薦者所属機関：入会には、正会員１名による署名と捺印が必要です。 

 
（Ⅱ）会費 （入会承認後に所定の振込用紙を発行します） 
年間会費 １４，５００円（大学院生正会員、準会員は１０，０００円） 

但し機関誌代を含む 

 
※日本社会学会には、日本国内において常勤職にない外国人会員の方に会費の減額を認める制 
度があります。詳細は当ホームページの「外国人会員会費減額申請について」をご覧ください。 

 
（Ⅲ）ご注意 
１．会員種別について：現在までに学士の学位をお持ちでない方は、原則として準会員になりま 

す。準会員は機関誌上および大会での研究発表ができません。また理事選挙の選挙権があり 
ませんのでご留意ください。 

２．会費滞納による退会について：３年間にわたって会費を滞納されますと、自動的に退会とな 
りますのでご注意ください。 

３．入会承認について：入会承認は理事会で行われます。理事会は年３~４回の開催となります 
ので、正式入会までしばらくの期間を要する場合があります。ご了承ください。 
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（Ⅳ）お申し込み・お問い合わせ 
入会申込書は、日本社会学会 学会業務取扱センターまでお送りください。 
住所・所属・E-mail 等を変更された場合、日本社会学会学会業務取扱センターまで必ずお知らせく

ださい。 
・日本社会学会 学会業務取扱センター 
〒170-0004 東京都豊島区北大塚 3-21-10 アーバン大塚 3F （株）ガリレオ内 

TEL: 03-5907-3750 FAX: 03-5907-6364 
E-mail: g009jss-mng@ml.gakkai.ne.jp URL: http://www.gakkai.ne.jp/jss/ 
 
＜専攻分野一覧＞ 
１．社会哲学・社会思想・社会学史 ２．一般理論 
３．社会変動論 ４．社会集団・組織論 
５．階級・階層・社会移動 ６．家族 
７．農山漁村・地域社会 ８．都市 
９．生活構造 10．政治・国際関係 
11．社会運動・集合行動 12．経営・産業・労働 
13．人口 14．教育 
15．文化・宗教・道徳 16．社会心理・社会意識 
17．ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ・情報・ｼﾝﾎﾞﾙ 18．社会病理・社会問題 
19．社会福祉・社会保障・医療 20．計画・開発 
21．社会学研究法・調査法・測定法 22．経済 
23．社会史・民俗・生活史 24．法律 
25．民族問題・ナショナリズム 26．比較社会・地域研究（エリアスタディ） 
27．差別問題 28．性・世代 
29．知識・科学 30．余暇・スポーツ 
31．環境 32．その他 

 
 

皆様のご入会をお待ちしております。 


